
救急医療情報キットの取り扱いについて 
 

救急医療情報キットを受け取られたら 

 

①「救急安心カード」に医療情報等を

記入する。 

「救急安心カード」の記入事項を

確認の上、ご記入ください。なお、

情報内容に変更があった場合は訂

正してください。（記入日、変更日

もご記入ください。） 

「救急安心カード」は５枚入れて

います。足らない場合は、高年・

障害福祉課又は、各保健福祉課に

あります。 

 

 

 

 

 

②「救急安心カード」を救急医療情報キッ

ト（容器）に入れる。 

 記入された「救急安心カード」を丸めて

キット（容器）に入れてフタをしっかり

閉めてください。 

 

 

 

 

③救急医療情報キット（容器）を

冷蔵庫に入れる。 

 冷蔵庫のドアの裏側の飲み物

などを立てるところにおいて

ください。迅速な救急活動のた

めに、わかりやすくしておいて

ください。 



④目印のステッカーを冷蔵庫のドアに貼る。 

 救急医療情報キットを冷蔵庫に保管して

いることがわかるように冷蔵庫用のステ

ッカーを冷蔵庫ドアの目立つところに貼

ってください。 

 

 

 

⑤ステッカーを玄関ドアの内側

に貼ってください。 

外からはわからないように、玄関ドアの

内側の目立つところにドア用のステッ

カーを貼ってください。 

 

 ステッカーの損傷や紛失等した場合は、

予備のステッカーをご使用ください。 

 

 

「救急医療情報キット」を活用できないことがありますご了承ください。 

 

※玄関ドアの内側にステッカーが貼られている場合は、本人及び同居人等の同

意を得ることなく、冷蔵庫を開けて救急医療情報キットを取り出すことがあ

ります。 

※救急医療情報キットは、救急隊が救急活動に必要と判断した場合に活用いた

します。そのため、救急医療情報キットの保持者であることがわかっている

場合でも、その救急活動によっては活用されない場合があります。 

 ※所定の場所にステッカーが貼られていないとき、所定の場所(冷蔵庫)に救急

医療情報キットを保管していなかったときは、救急医療情報キットを活用し

ないことがあります。 

 ※かかりつけ医療機関があっても、他の病院に救急搬送されることがあります。 

 ※救急活動によっては、搬送に急を要するとき救急医療情報キットを搬送先の

医療機関まで持ち出すことがあります。持ち出した救急医療情報キットは、

医療機関に渡しますので、ご家族の方が受け取ってください。 

 


